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最終頁に続く

( 5 7 ) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 浴 槽 の 近 傍 の 床 面 に 載 置 さ れ る 基 台 と 、 該 基 台 上 に 立 設 配 置 さ れ た 手 摺 ユ ニ ッ ト を 備 え  
た 浴 槽 用 手 摺 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト は 、 上 記 基 台 上 に 立 設 さ れ た 支 柱 の 上 端 部 に 取 り 付 け ら れ た 手 摺 体 を  
備 え る と と も に 、
　 該 手 摺 体 の 先 端 部 に は 、 上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 所 定 の 隙 間 を も っ て 対 向 す る よ う に 、 又 は  
上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 当 接 す る よ う に 配 置 さ れ て 該 内 壁 面 に 掛 止 さ れ る 掛 止 機 構 が 備 え ら れ  
て い る こ と を 特 徴 と す る 浴 槽 用 手 摺 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 掛 止 機 構 は 、 上 記 手 摺 体 の 先 端 部 に 対 し て そ の 軸 芯 回 り に 回 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ  
且 つ そ の 自 重 に よ っ て 垂 下 状 態 で 姿 勢 保 持 さ れ る 掛 止 ア ー ム と 、 該 掛 止 ア ー ム の 先 端 に 揺  
動 可 能 に 取 り 付 け ら れ た 当 接 部 材 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 浴 槽 用 手 摺 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に お い て 、
　 上 記 手 摺 体 が 、 上 記 基 台 上 に 立 設 さ れ た 上 記 支 柱 の 上 端 部 に 固 定 さ れ て 上 記 浴 槽 の 外 方  
か ら 該 浴 槽 に 向 け て 延 出 す る 固 定 材 と 、 該 固 定 材 の 先 端 側 に あ っ て 該 固 定 材 に 対 し て そ の  
軸 方 向 へ 進 退 変 位 可 能 と さ れ た 可 動 材 で 構 成 さ れ 、
　 該 可 動 材 の 先 端 部 に 上 記 掛 止 機 構 が 備 え ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 浴 槽 用 手 摺 装 置 。

請求項の数　6　（全12頁）
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【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ， ２ 又 は ３ に お い て 、
　 上 記 支 柱 は 、 高 さ 調 整 が 可 能 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 浴 槽 用 手 摺 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 又 は ４ に お い て 、
　 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト は 、 上 記 基 台 に 対 し て 、 上 記 浴 槽 に 向 か っ て 右 側 位 置 と 左 側 位 置 の 間  
で 取 り 付 け 位 置 が 変 更 可 能 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 浴 槽 用 手 摺 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 、 ４ 又 は ５ に お い て 、
　 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト が 、 上 記 基 台 の 幅 方 向 の 左 右 両 側 に 対 向 状 態 で 設 け ら れ て い る こ と を  
特 徴 と す る 浴 槽 用 手 摺 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 願 発 明 は 、 浴 槽 に 設 置 さ れ て 浴 槽 利 用 者 の 歩 行 移 動 時 及 び 浴 槽 へ の 出 入 り 時 に お け る  
安 全 性 確 保 に 供 さ れ る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 浴 槽 用 手 摺 装 置 と し て は 、 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に 示 さ れ る よ う に 、 主 と し て 浴 槽 へ の 出  
入 り 時 に お け る 安 全 性 確 保 を 目 的 と し た も の と 、 特 許 文 献 ２ に 示 す よ う に 、 浴 槽 へ の 出 入  
り 時 に お け る 安 全 性 確 保 の 他 、 該 浴 槽 外 に お け る 歩 行 移 動 時 の 全 性 確 保 を も 目 的 と し た も  
の が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 特 許 文 献 １ に 示 さ れ る も の は 、 比 較 的 小 さ な 環 状 の 手 摺 り を 、 浴 槽 の 縁 部 に 締 結 固 定 さ  
れ る 弾 圧 部 に 取 り 付 け て 構 成 さ れ 、 利 用 者 が 浴 槽 に 出 入 り す る と き 、 上 記 手 摺 部 を 把 持 し  
て 行 動 す る こ と で 、 浴 槽 へ の 出 入 り 時 に お け る 安 全 性 を 確 保 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 許 文 献 ２ に 示 さ れ る も の は 、 本 件 出 願 人 の 出 願 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 で あ っ て 、 床 面  
に 設 置 さ れ る 基 台 上 に 、 前 方 に 向 か っ て 延 出 す る 手 摺 体 を 備 え た 手 摺 ユ ニ ッ ト を 取 り 付 け  
る と と も に 、 該 手 摺 体 の 先 端 部 を 浴 槽 内 に 進 入 さ せ た 状 態 で 該 浴 槽 の 壁 面 に 締 着 固 定 し て  
構 成 さ れ 、 浴 槽 外 で の 歩 行 移 動 時 に は 上 記 手 摺 体 の 延 出 部 分 を 把 持 し て 安 全 性 を 確 保 す る  
一 方 、 浴 槽 へ の 出 入 り 時 に は 上 記 手 摺 体 の 先 端 部 を 把 持 す る こ と で 安 全 性 を 確 保 す る よ う  
に し て い る 。
【 先 行 技 術 文 献 】
【 特 許 文 献 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 文 献 】 特 開 ２ ０ １ ５ － １ ７ ３ ７ ０ ０ 号 公 報
【 文 献 】 特 開 ２ ０ ２ ０ － ０ ６ ５ ８ ８ ９ 号 公 報
【 発 明 の 概 要 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 と こ ろ が 、 特 許 文 献 １ 及 び 特 許 文 献 ２ に 示 さ れ る 手 摺 装 置 は 、 共 に 、 そ の 設 置 状 態 に お  
い て は 浴 槽 の 壁 面 に 、 主 と し て 捩 子 機 構 を 用 い て 強 固 に 締 着 固 定 す る 構 造 で あ る こ と か ら  
、 そ の 設 置 時 、 撤 去 時 あ る い は 設 置 位 置 の 変 更 時 に は 、 そ の 操 作 が 面 倒 で 、 作 業 性 が 悪 い  
と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 特 許 文 献 ２ の 手 摺 装 置 に お い て は 、 こ れ が 床 面 設 置 の 基 台 と 、 該 基 台 に 立 設 状 態  
で 取 り つ け ら れ る 手 摺 ユ ニ ッ ト を 備 え て 構 成 さ れ る こ と か ら 装 置 が 比 較 的 大 型 で あ り 、 し  
か も 手 摺 装 置 の 設 置 時 、 撤 去 時 あ る い は 設 置 位 置 の 変 更 時 に は 、 こ れ を 一 体 的 に 取 り 扱 わ  
な け れ ば な ら ず 、 作 業 性 と い う 面 に お い て 改 善 の 余 地 が あ る 。
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【 ０ ０ ０ ８ 】
　 そ こ で 本 願 発 明 は 、 床 面 設 置 の 基 台 と 、 該 基 台 に 立 設 状 態 で 取 り 付 け ら れ る 手 摺 ユ ニ ッ  
ト で 構 成 さ れ る 手 摺 装 置 に お い て 、 特 に 、 該 手 摺 装 置 の 設 置 時 、 撤 去 時 あ る い は 設 置 位 置  
の 変 更 時 に お け る 作 業 性 を 改 善 し 、 利 便 性 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と し て な さ れ た も の で  
あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 願 発 明 で は か か る 課 題 を 解 決 す る た め の 具 体 的 手 段 と し て 次 の よ う な 構 成 を 採 用 し て  
い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 願 の 第 １ の 発 明 で は 、 浴 槽 の 近 傍 の 床 面 に 載 置 さ れ る 基 台 と 、 該 基 台 上 に 立 設 配 置 さ  
れ た 手 摺 ユ ニ ッ ト を 備 え た 浴 槽 用 手 摺 装 置 に お い て 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト が 、 上 記 基 台 上 に  
立 設 さ れ た 支 柱 の 上 端 部 に 取 り 付 け ら れ た 手 摺 体 を 備 え る と と も に 、 該 手 摺 体 の 先 端 部 に  
は 、 上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 所 定 の 隙 間 を も っ て 対 向 し 、 又 は 上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 当 接 さ れ て
上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 掛 止 さ れ る 掛 止 機 構 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 願 の 第 ２ の 発 明 で は 、 上 記 第 １ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に お い て 、 上 記 掛 止 機 構  
を 、 上 記 手 摺 体 の 先 端 部 に 対 し て そ の 軸 芯 回 り に 回 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ 且 つ そ の 自 重 に  
よ っ て 垂 下 状 態 で 姿 勢 保 持 さ れ る 掛 止 ア ー ム と 、 該 掛 止 ア ー ム の 先 端 に 揺 動 可 能 に 取 り 付  
け ら れ た 当 接 部 材 を 備 え て 構 成 し た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 願 の 第 ３ の 発 明 で は 、 上 記 第 １ 又 は 第 ２ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に お い て 、 上 記  
手 摺 体 を 、 上 記 基 台 上 に 立 設 さ れ た 上 記 支 柱 の 上 端 部 に 固 定 さ れ て 上 記 浴 槽 の 外 方 か ら 該  
浴 槽 に 向 け て 延 出 す る 固 定 材 と 、 該 固 定 材 の 先 端 側 に あ っ て 該 固 定 材
に 対 し て そ の 軸 方 向 へ 進 退 変 位 可 能 と さ れ た 可 動 材 で 構 成 し 、 該 可 動 材 の 先 端 部 に 上 記 掛  
止 機 構 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 願 の 第 ４ の 発 明 で は 、 上 記 第 １ 、 第 ２ 又 は 第 ３ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に お い て  
、 上 記 支 柱 を 、 高 さ 調 整 が 可 能 に 構 成 し た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 願 の 第 ５ の 発 明 で は 、 上 記 第 １ 、 第 ２ 、 第 ３ 又 は 第 ４ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に  
お い て 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト を 、 上 記 基 台 に 対 し て 、 上 記 浴 槽 に 向 か っ て 右 側 位 置 と 左 側 位  
置 の 間 で 取 り 付 け 位 置 を 変 更 可 能 と し た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 願 の 第 ６ の 発 明 で は 、 上 記 第 １ 、 第 ２ 、 第 ３ 、 第 ４ 又 は 第 ５ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺  
装 置 に お い て 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト を 、 上 記 基 台 の 幅 方 向 の 左 右 両 側 に 対 向 状 態 で 設 け た こ  
と を 特 徴 と し て い る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 願 各 発 明 で は 次 の よ う な 効 果 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 （ ａ ） 本 願 の 第 １ の 発 明
　 本 願 の 第 １ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に よ れ ば 、 浴 槽 の 近 傍 の 床 面 に 載 置 さ れ る 基 台  
と 、 該 基 台 上 に 立 設 配 置 さ れ た 手 摺 ユ ニ ッ ト を 備 え た 浴 槽 用 手 摺 装 置 に お い て 、 上 記 手 摺  
ユ ニ ッ ト が 、 上 記 基 台 上 に 立 設 さ れ た 支 柱 の 上 端 部 に 取 り 付 け ら れ た 手 摺 体 を 備 え る と と  
も に 、 該 手 摺 体 の 先 端 部 に は 上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 所 定 の 隙 間 を も っ て 対 向 し 、 又 は 上 記 浴  
槽 の 内 壁 面 に 当 接 さ れ て 該 内 壁 面 に 掛 止 さ れ る 掛 止 機 構 を 備 え た の で 、 上 記 浴 槽 の 側 壁 の  
外 面 側 に 上 記 手 摺 装 置 を 配 置 し 、 且 つ 上 記 掛 止 機 構 を 上 記 浴 槽 の 内 壁 面 に 掛 止 さ せ る こ と  
で 、 上 記 手 摺 装 置 の 安 定 的 な 設 置 が 実 現 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
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　 し た が っ て 、 こ の 状 態 で 、 浴 室 内 か ら 上 記 浴 槽 側 へ 移 動 し て 該 浴 槽 内 の 湯 に 入 ろ う と す  
る 場 合 に は 、 浴 室 内 を 浴 槽 の 手 前 ま で 進 ん だ 後 、 身 体 を 上 記 浴 槽 側 へ 向 け た 状 態 の ま ま 、  
上 記 手 摺 体 を 把 持 し 、 該 手 摺 体 を 伝 っ て 通 常 の 歩 行 状 態 で 上 記 浴 槽 ま で 移 動 し 、 こ こ で 該  
手 摺 体 を 掴 ん だ ま ま 、 上 記 浴 槽 の 側 壁 そ の 外 側 か ら 内 側 へ 乗 り 越 え て 該 浴 槽 内 に 入 れ ば 良  
い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 逆 に 上 記 浴 槽 内 か ら 出 る 場 合 に は 、 該 浴 槽 内 で 立 ち 上 が り 、 上 記 手 摺 体 の 先 端 部  
を 掴 ん で 体 勢 を 保 持 し た 状 態 で 、 上 記 浴 槽 の 側 壁 を そ の 内 側 か ら 外 側 へ 乗 り 越 え て 該 浴 槽  
外 へ 移 動 し 、 さ ら に 身 体 を 移 動 方 向 の 前 方 側 へ 向 け て 通 常 の 歩 行 状 態 の ま ま 、 上 記 手 摺 体  
を 伝 っ て 上 記 浴 槽 か ら 離 れ れ ば 良 い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 即 ち 、 こ の 浴 槽 用 手 摺 装 置 に よ れ ば 、 浴 槽 の 側 壁 を 跨 い で 該 浴 槽 に 出 入 り す る 際 の み な  
ら ず 、 該 浴 槽 の 外 側 で の 移 動 時 に お い て も 上 記 手 摺 体 に よ る 姿 勢 保 持 作 用 を 得 る こ と が で  
き る こ と か ら 、 従 来 の 手 摺 装 置 の よ う に 浴 槽 へ の 出 入 り 時 に お い て の み 姿 勢 保 持 作 用 が 発
揮 さ れ る よ う な 場 合 に 比 し て 、 浴 槽 使 用 者 に 対 す る 保 護 効 果 が よ り 一 層 向 上 す る こ と に な  
る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 上 記 手 摺 体 が 、 上 記 浴 槽 の 側 壁 に 対 向 す る 方 向 に 延 出 し て い る こ と か ら 、 浴 槽 使  
用 者 は 身 体 を 上 記 浴 槽 に 対 向 さ せ た 姿 勢 、 あ る い は 背 向 さ せ た 姿 勢 で （ 即 ち 、 通 常 の 歩 行  
姿 勢 で ） 上 記 手 摺 体 を 伝 っ て よ り 安 全 に 移 動 で き 、 よ り 安 全 性 の 高 い 浴 槽 用 手 摺 装 置 を 提  
供 で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 さ ら に 、 こ の 第 １ の 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 に よ れ ば 、 上 記 手 摺 装 置 の 手 摺 ユ ニ ッ ト  
側 に 設 け た 上 記 掛 止 機 構 に よ っ て 、 上 記 手 摺 装 置 を 上 記 浴 槽 側 に 掛 止 す る こ と で 該 手 摺 装  
置 の 安 定 化 を 図 る 構 成 で あ っ て 、 且 つ そ の 掛 止 作 業 及 び 掛 止 解 除 作 業 が 極 め て 容 易 で あ る  
こ と か ら 、 例 え ば 、 従 来 の 手 摺 装 置 の よ う に 、 手 摺 装 置 を 浴 槽 の 側 壁 に ボ ル ト に よ っ て 締  
着 固 定 す る 構 成 の 場 合 に 比 し て 、 手 摺 装 置 の 設 置 作 業 、 撤 去 作 業 あ る い は 設 置 位 置 の 変 更  
作 業 が 容 易 で あ り 、 そ の 利 便 性 が 極 向 上 し 、 特 に 係 る 作 業 を 高 齢 者 と か 女 性 等 の 身 体 的 弱  
者 が 行 う 場 合 に あ っ て は 、 そ の 効 果 が 顕 著 と な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 （ ｂ ） 本 願 の 第 ２ の 発 明
　 本 願 の 第 ２ の 発 明 で は 、 上 記 （ ａ ） に 記 載 の 効 果 に 加 え て 、 以 下 の よ う な 特 有 の 効 果 が  
得 ら れ る 。 即 ち 、 こ の 発 明 で は 、 上 記 掛 止 機 構 を 、 上 記 手 摺 体 の 先 端 部 に 対 し て そ の 軸 芯  
回 り に 回 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ 且 つ そ の 自 重 に よ っ て 垂 下 状 態 で 姿 勢 保 持 さ れ る 掛 止 ア ー  
ム と 、 該 掛 止 ア ー ム の 先 端 に 揺 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ た 当 接 部 材 を 備 え た 構 成 と し た こ と  
か ら 、 例 え ば 、 上 記 手 摺 装 置 の 上 記 浴 槽 へ の 設 置 作 業 と か 、 浴 槽 か ら の 撤 去 作 業 に お い て  
は 、 上 記 掛 止 ア ー ム を 回 動 さ せ て 水 平 近 く ま で 引 き 上 げ る こ と で 、 該 掛 止 ア ー ム を 上 記 浴  
槽 の 側 壁 と 干 渉 さ せ る こ と な く 浴 槽 の 外 側 か ら 内 側 へ 、 あ る い は 浴 槽 の 内 側 か ら 外 側 へ 容  
易 に 退 避 さ せ る こ と が で き 、 例 え ば 、 手 摺 装 置 全 体 を 持 ち 上 げ る な ど し て 上 記 掛 止 ア ー ム  
１ ４ を 上 記 浴 槽 の 側 壁 を 越 え さ せ る よ う な 場 合 に 比 し て 、 手 摺 装 置 の 設 置 作 業 と か 撤 去 作  
業 容 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 上 記 掛 止 ア ー ム は 、 そ の 自 重 に よ る 回 転 モ ー メ ン ト を 受 け て 垂 下 状 態 に 姿 勢 設 定  
さ れ る こ と か ら 、 該 掛 止 ア ー ム １ の 先 端 に 設 け ら れ た 当 接 部 材 は 常 に 適 正 状 態 で 浴 槽 の 内  
面 に 当 接 あ る い は 近 接 可 能 と さ れ 、 該 掛 止 ア ー ム に よ る 手 摺 装 置 の 掛 止 作 用 が 確 実 と な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 （ ｃ ） 本 願 の 第 ３ の 発 明
　 本 願 の 第 ３ の 発 明 で は 、 上 記 （ ａ ） 又 は （ ｂ ） に 記 載 の 効 果 に 加 え て 、 以 下 の よ う な 特  
有 の 効 果 が 得 ら れ る 。 即 ち 、 こ の 発 明 で は 、 上 記 手 摺 体 が 、 上 記 基 台 上 に 立 設 さ れ た 上 記  
支 柱 の 上 端 部 に 固 定 さ れ て 上 記 浴 槽 の 外 方 か ら 該 浴 槽 に 向 け て 延 出 す る 固 定 材 と 、 該 固 定  
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材 の 先 端 側 に あ っ て 該 固 定 材 に 対 し て そ の 軸 方 向 へ 進 退 変 位 可 能 と さ れ た 可 動 材 で 構 成 さ  
れ る と と も に 、 該 可 動 材 の 先 端 部 に 上 記 掛 止 機 構 が 備 え ら れ て い る こ と か ら 、 上 記 可 動 材  
の 進 退 位 置 の 増 減 操 作 に よ っ て 、 上 記 掛 止 ア ー ム の 先 端 に 設 け ら れ た 上 記 当 接 部 材 と こ れ  
に 対 向 す る 上 記 浴 槽 の 内 壁 面 と の 間 隔 を 容 易 に 調 整 し て 適 正 間 隔 に 保 持 す る こ と が 可 能 で  
あ り 、 上 記 掛 止 ア ー ム に よ る 上 記 手 摺 装 置 の 上 記 浴 槽 に 対 す る 掛 止 効 果 が よ り 一 層 確 実 と  
な り 、 延 い て は 上 記 手 摺 装 置 の 使 用 上 の 信 頼 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 （ ｄ ） 本 願 の 第 ４ の 発 明
　 本 願 の 第 ４ の 発 明 で は 、 上 記 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 又 は （ ｃ ） に 記 載 の 効 果 に 加 え て 、 以 下 の  
よ う な 特 有 の 効 果 が 得 ら れ る 。 即 ち 、 こ の 発 明 で は 、 上 記 支 柱 の 高 さ 調 整 を 可 能 と し て い  
る の で 、 上 記 浴 槽 の 側 壁 に 対 す る 上 記 掛 止 ア ー ム 及 び 上 記 当 接 部 材 の 高 さ を 、 適 正 状 態 に  
設 定 す る こ と が 容 易 で あ り 、 上 記 手 摺 体 の 上 記 可 動 材 の 進 退 調 整 と 相 俟 っ て 、 上 記 掛 止 ア  
ー ム に よ る 上 記 手 摺 装 置 の 上 記 浴 槽 に 対 す る 掛 止 効 果 が よ り 一 層 確 実 と な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 （ e ） 本 願 の 第 ５ の 発 明
　 本 願 の 第 ５ の 発 明 で は 、 上 記 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 又 は （ ｄ ） に 記 載 の 効 果 に 加 え て  
、 以 下 の よ う な 特 有 の 効 果 が 得 ら れ る 。 即 ち 、 こ の 発 明 で は 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト の 上 記 基  
台 に 対 す る 取 付 位 置 を 、 上 記 浴 槽 に 向 か っ て 右 側 位 置 と 左 側 位 置 の 間 で 変 更 可 能 と し て い  
る の で 、 浴 室 内 に お け る 浴 槽 の 設 置 位 置 と か 、 浴 槽 近 傍 の 備 品 の 配 置 状 態 等 の 条 件 に 応 じ  
て 、 上 記 浴 槽 に 対 す る 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト の 設 置 位 置 を 選 択 で き 、 使 用 者 に と っ て よ り 利 便  
性 の 高 い レ イ ア ウ ト が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 （ f ） 本 願 の 第 ６ の 発 明
　 本 願 の 第 ６ の 発 明 で は 、 上 記 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 、 （ ｄ ） 又 は （ ｅ ） に 記 載 の 効 果  
に 加 え て 、 以 下 の よ う な 特 有 の 効 果 が 得 ら れ る 。 即 ち 、 こ の 発 明 で は 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト  
を 、 上 記 基 台 の 幅 方 向 の 左 右 両 側 に 対 向 状 態 で 設 け て い る の で 、 浴 槽 の 使 用 者 は こ れ ら 両  
側 の 手 摺 ユ ニ ッ ト を 同 時 に 、 あ る い は い ず れ か 一 方 を 選 択 的 に 把 持 し な が ら 移 動 す る こ と  
で 、 例 え ば 、 該 手 摺 ユ ニ ッ ト が 上 記 基 台 の 幅 方 向 の 一 方 側 の み に 設 け ら れ て い る 場 合 に 比  
し て 、 浴 槽 使 用 者 に 対 す る 保 護 効 果 が 向 上 す る と と も に 、 そ の 使 用 性 が 良 好 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 図 １ 】 本 願 発 明 の 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 の 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の Ａ － Ａ 矢 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ の Ｂ 部 の 拡 大 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 上 記 浴 槽 用 手 摺 装 置 の 浴 槽 へ の 設 置 作 業 時 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 願 発 明 の 第 ２ の 実 施 形 態 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 の 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 願 発 明 の 第 ３ の 実 施 形 態 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 の 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
「 第 １ の 実 施 形 態 」
　 図 １ 及 び 図 ２ に は 、 本 願 発 明 の 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 浴 槽 用 の 手 摺 装 置 Ｚ １ を 浴 槽 ５ ０  
の 手 前 の 側 壁 ５ １ に 近 接 さ せ て 設 置 し た 状 態 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
「 手 摺 装 置 Ｚ １ の 構 成 」
　 上 記 手 摺 装 置 Ｚ １ は 、 上 記 浴 槽 ５ ０ の 手 前 側 の 床 面 上 に 載 置 さ れ た 略 矩 形 の 平 面 形 体 を  
も つ 基 台 ２ に 、 次 述 の 手 摺 ユ ニ ッ ト １ を 取 り 付 け て 構 成 さ れ る 。 な お 、 図 中 に 符 号 ２ ０ で  
示 さ れ る も の は 踏 み 台 で あ り 、 こ の 踏 み 台 ２ ０ は 必 要 に 応 じ て 設 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ は 、 上 記 基 台 ２ の 一 方 の 側 縁 部 ２ a の 前 後 二 位 置 に そ れ ぞ れ 立 設 さ れ  
た 支 柱 ３ と 支 柱 ６ と 、 こ れ ら 各 支 柱 ３ 、 ６ の 上 端 同 士 に 跨 っ て 取 り 付 け ら れ る と と も に そ  
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の 先 端 部 が 上 記 支 柱 ６ か ら さ ら に 前 方 へ 跳 ね 出 し た 手 摺 体 １ ０ を 備 え て 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 な お 、 上 記 支 柱 ３ は 、 上 記 基 台 ２ に 立 設 固 定 さ れ た 基 材 ４ と 該 基 材 ４ に 伸 縮 可 能 に 内 挿  
さ れ た 柱 体 ５ で 構 成 さ れ 、 該 柱 体 ５ の 伸 縮 量 の 調 整 に よ っ て 該 支 柱 ３ の 高 さ が 調 整 可 能 と  
さ れ 、 且 つ 図 示 し な い 適 宜 の ロ ッ ク 機 構 に よ っ て 高 さ 位 置 が 固 定 保 持 さ れ る よ う に な っ て  
い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 上 記 支 柱 ６ も 、 上 記 支 柱 ３ と 同 様 に 、 上 記 基 台 ２ に 立 設 固 定 さ れ た 基 材 ７ と 該 基  
材 ７ に 伸 縮 可 能 に 内 挿 さ れ た 柱 体 ８ で 構 成 さ れ 、 該 柱 体 ８ の 伸 縮 量 の 調 整 に よ っ て 該 支 柱  
６ の 高 さ が 調 整 可 能 と さ れ 、 且 つ 図 示 し な い 適 宜 の ロ ッ ク 機 構 に よ っ て 高 さ 位 置 が 固 定 保  
持 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 さ ら に 、 上 記 基 台 ２ の 他 方 の 側 縁 部 ２ ｂ の 前 後 二 位 置 に は 、 支 柱 取 付 部 １ ９ が そ れ ぞ れ  
設 け ら れ て お り 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ は 、 こ れ ら 各 支 柱 取 付 部 １ ９ を 使 用 す る こ と で 、 上  
記 基 台 ２ に 対 す る 立 設 位 置 を 変 更 し 得 る よ う に な っ て い る （ 図 ５ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ま た 、 上 記 手 摺 体 １ ０ は 、 上 記 支 柱 ３ と 支 柱 ６ の 双 方 に 跨 っ て 固 定 さ れ た 固 定 材 １ １ と  
、 該 固 定 材 １ １ の 上 記 支 柱 ６ 側 の 端 部 に 伸 縮 可 能 に 内 挿 さ れ た 可 動 材 １ ２ か ら な る 伸 縮 構  
造 と さ れ 、 該 固 定 材 １ １ の 端 部 に 設 け た ロ ッ ク 部 １ ３ に よ っ て そ の 伸 縮 長 さ （ 上 記 可 動 材  
１ ２ の 上 記 固 定 材 １ １ か ら の 延 出 量 ） が 固 定 保 持 さ れ る よ う に な っ て い る （ 図 ３ 参 照 ） 。  
な お 、 こ の ロ ッ ク 部 １ ３ は 、 上 述 の よ う に 上 記 可 動 材 １ ２ の 延 出 量 の 固 定 保 持 機 能 を 持 つ  
構 造 （ こ の 場 合 、 可 動 材 １ ２ の 伸 縮 は 手 動 操 作 と な る ） と す る 他 に 、 例 え ば 、 該 ロ ッ ク 部  
１ ３ の 回 動 操 作 に よ っ て 上 記 可 動 材 １ ２ を 伸 縮 さ せ る と と も に 、 操 作 力 解 除 に よ っ て そ の  
時 点 の 伸 縮 量 を 保 持 で き る 構 造 と す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 上 記 可 動 材 １ ２ の 先 端 部 に は 、 図 １ 及 び 図 ３ に 示 す よ う に 、 回 動 支 持 部 １ ５ を 介 し て 、  
所 定 長 さ の ロ ッ ド 体 で 構 成 さ れ る 掛 止 ア ー ム １ ４ が 取 り 付 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 こ の 掛  
止 ア ー ム １ ４ の 先 端 部 に は 、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ の 回 動 面 に 沿 う 方 向 に 軸 心 を 有 す る 枢 支  
ピ ン １ ７ を 介 し て 、 少 な く と も そ の 表 面 を 適 宜 の 弾 性 構 造 と し た 略 か ま ぼ こ 形 の 当 接 部 材  
１ ６ が 揺 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 な お 、 こ の 実 施 形 態 で は 、 上 記 手 摺 体 １ ０ の 上 記  
可 動 材 １ ２ と 、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ 及 び 当 接 部 材 １ ６ に よ っ て 、 特 許 請 求 の 範 囲 中 の 掛 止  
機 構 Ｘ が 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 な お 、 上 記 当 接 部 材 １ ６ の 揺 動 範 囲 は 、 図 ４ に 示 す よ う に 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ が 上 記 回  
動 支 持 部 １ ５ か ら 垂 下 し た 状 態 に お い て 、 水 平 位 置 か ら 下 方 へ 角 度 α と な る よ う に 、 図 示  
し な い 適 宜 の 揺 動 規 制 部 に よ っ て 規 制 さ れ て い る 。 こ れ は 、 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 自 重 モ ー  
メ ン ト で 過 度 に 下 側 へ 揺 動 （ 回 動 ） し て 上 記 浴 槽 ５ ０ の 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ に 対 す る  
該 当 接 部 材 １ ６ の 当 接 状 態 が 不 適 切 と な る の を 防 止 す る た め で あ る 。 一 方 、 上 記 当 接 部 材  
１ ６ の 上 側 へ の 揺 動 範 囲 は 、 該 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ に 当 接 す る こ と で 規 制  
さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 以 上 の よ う に 、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ が 片 持 ち 支 持 構 造 と さ れ 、 且 つ 該 掛 止 ア ー ム １ ４ の  
先 端 に 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 取 り 付 け ら れ て い る こ と で 、 該 掛 止 ア ー ム １ ４ は 自 重 モ ー メ ン  
ト に よ っ て 常 時 上 記 可 動 材 １ ２ の 先 端 部 か ら 垂 下 状 態 に 付 勢 保 持 さ れ る 一 方 、 該 掛 止 ア ー  
ム １ ４ に 外 力 が 掛 か っ た 場 合 に は 垂 下 姿 勢 か ら 任 意 の 回 動 位 置 に 姿 勢 変 更 が 可 能 と さ れ る  
（ 図 １ に お い て 、 符 号 １ ４ Ａ で 示 す 姿 勢 を 参 照 ） 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ は 、 上 記 手 摺 体 １ ０ の 可 動 材 １ ２ に 取 り 付 け ら れ て い る こ と  
か ら 、 該 可 動 材 １ ２ の 伸 縮 に 伴 っ て 、 該 可 動 材 １ ２ の 軸 方 向 に お け る 位 置 が 変 化 す る （ 図  
１ に お い て 、 符 号 １ ４ Ｂ で 示 す 姿 勢 を 参 照 ） 。
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【 ０ ０ ４ １ 】
「 手 摺 装 置 Ｚ １ の 使 用 状 態 」
　 上 記 手 摺 装 置 Ｚ １ は 、 そ の 使 用 に 際 し 、 図 １ に 示 す よ う に 、 上 記 基 台 ２ を 上 記 浴 槽 ５ ０  
の 手 前 側 に 側 壁 ５ １ に 接 近 さ せ て 配 置 し 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ の 手 摺 体 １ ０ の 先 端 部 、 即  
ち 、 上 記 可 動 材 １ ２ 部 分 を 上 記 浴 槽 ５ ０ の 上 記 側 壁 ５ １ を 越 え て さ ら に 前 方 側 へ 延 出 さ せ  
、 該 可 動 材 １ ２ の 先 端 側 に 設 け ら れ た 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ を 上 記 側 壁 ５ １ の 内 面 側 に 位 置  
さ せ 、 該 可 動 材 １ ２ か ら 垂 下 状 態 と す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 即 ち 、 こ の 手 摺 装 置 Ｚ １ の 上 記 浴 槽 ５ ０ 側 へ の 設 置 に 際 し て は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 上  
記 掛 止 ア ー ム １ ４ を 、 そ の 自 重 モ ー メ ン ト に よ る 垂 下 姿 勢 へ の 付 勢 力 に 抗 し て 、 側 方 へ 回  
動 さ せ （ 即 ち 、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ を 上 記 浴 槽 ５ ０ と 干 渉 し な い 高 さ 以 上 に 持 ち 上 げ て ）  
、 こ の 状 態 で 上 記 手 摺 装 置 Ｚ １ の 全 体 を 、 上 記 手 摺 体 １ ０ の 軸 芯 方 向 に 沿 っ て 移 動 さ せ て
、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ を 上 記 浴 槽 ５ ０ の 内 部 側 に 位 置 さ せ 、 さ ら に 、 該 掛 止 ア ー ム １ ４ に  
対 す る 規 制 力 を 解 除 し て 該 掛 止 ア ー ム １ ４ を 上 記 可 動 材 １ ２ か ら 垂 下 さ せ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 し か る 後 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ の 高 さ 調 整 を 行 う と と も に 、 上 記 可 動 材 １ ２ の 伸 縮 量 を  
調 整 し て 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 上 記 掛 止 ア ー ム １ ４ の 先 端 に 設 け ら れ た 上 記 当 接 部 材 １ ６  
を 、 上 記 浴 槽 ５ ０ の 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ に 対 し て 、 所 定 に 高 さ 位 置 で 、 且 つ 該 内 周 面  
５ １ ｂ と 所 定 の 間 隔 を 確 保 し た 状 態 と す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 な お 、 こ の 手 摺 装 置 Ｚ １ は 、 上 記 基 台 ２ を 備 え 、 且 つ 全 体 と し て 所 定 の 重 量 が あ り 、 そ  
の 設 置 状 態 が 安 定 し て い る こ と か ら 、 上 述 の よ う に 、 上 記 当 接 部 材 １ ６ と 上 記 側 壁 ５ １ の  
内 周 面 ５ １ ｂ の 間 に 所 定 の 隙 間 を 設 け た も の で あ っ て 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ に 対 し て こ れ  
を 手 前 側 （ 浴 槽 ５ ０ か ら 離 間 す る 方 向 ） へ 引 き つ け る 過 度 の 力 が 掛 か っ た と き に の み 、 上  
記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ に 当 接 し て 掛 止 状 態 と な り 、 上 記 手 摺 装 置  
Ｚ １ の 安 定 性 が 確 保 さ れ る よ う に し た も の で あ る 。 し た が っ て 、 さ ら に 信 頼 性 を 高 め る と  
い う 観 点 か ら 、 当 初 か ら 上 記 当 接 部 材 １ ６ を 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ に 当 接 さ せ て お  
く こ と も 可 能 で あ る 。 即 ち 、 本 願 発 明 で い う 上 記 掛 止 機 構 Ｘ に よ る 掛 止 作 用 と は 、 常 時 上  
記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ に 当 接 し て い る 状 態 の み を い う の で は な く  
、 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ か ら 離 間 し て い る も の の 、 過 度 の 外 力  
の 負 荷 に よ っ て 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ 側 に 移 動 し 、 当 接 し て 掛  
止 さ れ る 状 態 を も 指 す 広 い 概 念 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 以 上 の よ う に し て 上 記 浴 槽 ５ ０ の 近 傍 に 配 置 さ れ た 上 記 手 摺 装 置 Ｚ １ に よ れ ば 、 例 え ば  
、 浴 室 内 か ら 上 記 浴 槽 ５ ０ 側 へ 移 動 し て 該 浴 槽 ５ ０ 内 の 湯 に 入 ろ う と す る 場 合 に は 、 浴 室  
内 を 浴 槽 ５ ０ の 手 前 ま で 進 ん だ 後 、 身 体 を 上 記 浴 槽 ５ ０ 側 へ 向 け た 状 態 の ま ま 、 上 記 手 摺  
体 １ ０ を 把 持 し 、 該 手 摺 体 １ ０ を 伝 っ て 通 常 の 歩 行 状 態 で 上 記 浴 槽 ５ ０ ま で 移 動 し 、 さ ら  
に 該 手 摺 体 １ ０ を 掴 ん だ ま ま 、 上 記 浴 槽 ５ ０ の 側 壁   な お 、 こ の 手 摺 装 置 Ｚ １ は 、 上 記 基  
台 ２ を 備 え 、 且 つ 全 体 と し て 所 定 の 重 量 が あ り 、 そ の 設 置 状 態 が 安 定 し て い る こ と か ら 、  
上 述 の よ う に 、 上 記 当 接 部 材 １ ６ と 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ の 間 に 所 定 の 隙 間 を 設 け  
た も の で あ っ て 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ に 対 し て こ れ を 手 前 側 （ 浴 槽 ５ ０ か ら 離 間 す る 方 向  
） へ 引 き つ け る 過 度 の 力 が 掛 か っ た と き に の み 、 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周  
面 ５ １ ｂ に 当 接 し て 掛 止 状 態 と な り 、 上 記 手 摺 装 置 Ｚ １ の 安 定 性 が 確 保 さ れ る よ う に し た  
も の で あ る 。 し た が っ て 、 さ ら に 信 頼 性 を 高 め る と い う 観 点 か ら 、 当 初 か ら 上 記 当 接 部 材  
１ ６ を 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ に 当 接 さ せ て お く こ と も 可 能 で あ る 。 即 ち 、 本 願 発 明  
で い う 上 記 掛 止 機 構 Ｘ に よ る 掛 止 作 用 と は 、 常 時 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の 内 周  
面 ５ １ ｂ に 当 接 し て い る 状 態 の み を い う の で は な く 、 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 上 記 側 壁 ５ １ の  
内 周 面 ５ １ ｂ か ら 離 間 し て い る も の の 、 過 度 の 外 力 の 負 荷 に よ っ て 上 記 当 接 部 材 １ ６ が 上  
記 側 壁 ５ １ の 内 周 面 ５ １ ｂ 側 に 移 動 し 、 当 接 し て 掛 止 さ れ る 状 態 を も 指 す 広 い 概 念 で あ る 。
５ １ そ の 外 側 か ら 内 側 へ 乗 り 越 え て 該 浴 槽 ５ ０ 内 に 入 れ ば 良 い 。
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【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 逆 に 上 記 浴 槽 ５ ０ 内 か ら 出 る 場 合 に は 、 該 浴 槽 ５ ０ 内 で 立 ち 上 が り 、 上 記 手 摺 体  
１ ０ の 先 端 部 を 掴 ん で 体 勢 を 保 持 し た 状 態 で 、 上 記 浴 槽 ５ ０ の 側 壁 ５ １ を そ の 内 側 か ら 外  
側 へ 乗 り 越 え て 該 浴 槽 ５ ０ 外 へ 移 動 し 、 さ ら に 身 体 を 移 動 方 向 の 前 方 側 へ 向 け て 通 常 の 歩  
行 状 態 の ま ま 、 上 記 手 摺 体 １ ０ を 伝 っ て 上 記 浴 槽 か ら 離 れ れ ば 良 い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 即 ち 、 こ の 手 摺 装 置 Ｚ １ に よ れ ば 、 浴 槽 ５ ０ の 側 壁 ５ １ を 跨 い で 該 浴 槽 ５ ０ に 出 入 り す  
る 際 の み な ら ず 、 該 浴 槽 ５ ０ の 外 側 で の 歩 行 移 動 時 に お い て も 上 記 手 摺 体 １ ０ に よ る 姿 勢  
保 持 作 用 を 得 る こ と が で き る こ と か ら 、 従 来 の 手 摺 装 置 の よ う に 浴 槽 へ の 出 入 り 時 に お い  
て の み 姿 勢 保 持 作 用 が 発 揮 す さ れ る よ う な 場 合 に 比 し て 、 浴 槽 使 用 者 に 対 す る 保 護 効 果 が  
よ り 一 層 向 上 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 一 方 、 こ の 手 摺 装 置 Ｚ １ は 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ 側 に 設 け た 上 記 掛 止 機 構 Ｘ に よ っ  
て 、 該 手 摺 装 置 Ｚ １ を 上 記 浴 槽 ５ ０ 側 に 掛 止 す る こ と で そ の 安 定 化 を 図 る 構 成 で あ る こ と  
か ら そ の 掛 止 作 業 及 び 掛 止 解 除 作 業 が 極 め て 容 易 で あ る こ と か ら 、 例 え ば 、 従 来 の 手 摺 装  
置 の よ う に 、 手 摺 装 置 を 浴 槽 の 側 壁 に ボ ル ト に よ っ て 締 着 固 定 す る 場 合 に 比 し て 、 手 摺 装  
置 Ｚ １ の 設 置 作 業 、 撤 去 作 業 あ る い は 設 置 位 置 の 変 更 作 業 が 容 易 で あ り 、 そ の 利 便 性 が 極  
向 上 し 、 特 に 係 る 作 業 を 高 齢 者 と か 女 性 等 の 身 体 的 弱 者 が 行 う 場 合 に あ っ て は 、 そ の 効 果  
が 顕 著 と な る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
「 第 ２ の 実 施 形 態 」
　 図 ５ に は 、 本 願 発 明 の 第 ２ の 実 施 形 態 に 係 る 浴 槽 用 の 手 摺 装 置 Ｚ ２ を 、 浴 槽 ５ ０ の 手 前  
の 側 壁 ５ １ に 近 接 さ せ て 設 置 し た 状 態 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 こ の 手 摺 装 置 Ｚ ２ は 、 上 記 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 手 摺 装 置 Ｚ １ と そ の 基 本 構 成 を 同 じ と  
し 、 こ れ と 異 な る 点 は 、 上 記 基 台 ２ に 対 す る 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ の 取 り 付 け 位 置 で あ る 。  
即 ち 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ の 上 記 基 台 ２ に 対 す る 取 付 位 置 は 、 上 記 浴 槽 ５ ０ に 向 か っ て 右  
側 位 置 と 左 側 位 置 の 間 で 変 更 可 能 と さ れ て お り 、 上 記 第 １ の 実 施 形 態 の 手 摺 装 置 Ｚ １ で は  
上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ を 上 記 基 台 ２ の 一 方 の 縁 部 ２ a 側 に 設 定 し て い た の に 対 し て 、 こ れ を 該  
基 台 ２ の 他 方 の 縁 部 ２ ｂ 側 に 設 定 し た も の で あ る 。 係 る 設 定 に よ れ ば 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト  
１ の 左 側 に 人 の 移 動 ス ペ ー ス が 確 保 さ れ る た め 、 例 え ば 、 上 記 浴 槽 ５ ０ の 向 か っ て 右 寄 り  
部 分 に 何 ら か の 付 帯 設 備 が あ る と か 、 浴 室 壁 面 が 近 接 し て い る な ど の 理 由 で こ の 部 分 に 人  
の 移 動 ス ペ ー ス を 確 保 す る の が 困 難 で あ る よ う な 場 合 に 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 上 記 以 外 の 構 成 及 び 作 用 効 果 に つ い て は 、 上 記 第 １ の 実 施 形 態 の 場 合 と 同 様 で あ る の で  
、 該 第 １ の 実 施 形 態 に お け る 該 当 説 明 を 援 用 し 、 こ こ で の 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
「 第 ３ の 実 施 形 態 」
　 図 ６ に は 、 本 願 発 明 の 第 ３ の 実 施 形 態 に 係 る 浴 槽 用 の 手 摺 装 置 Ｚ ３ を 、 浴 槽 ５ ０ の 手 前  
の 側 壁 ５ １ に 近 接 さ せ て 設 置 し た 状 態 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 こ の 手 摺 装 置 Ｚ ３ は 、 上 記 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 手 摺 装 置 Ｚ １ 及 び 第 ２ の 実 施 形 態 に 係  
る 手 摺 装 置 Ｚ ２ と そ の 基 本 構 成 を 同 じ と し 、 こ れ ら と 異 な る 点 は 、 該 第 １ の 実 施 形 態 の 手  
摺 装 置 Ｚ １ で は 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ を 上 記 基 台 ２ の 一 方 の 側 縁 部 ２ a 側 に 配 置 し 、 上 記 第 ２  
の 実 施 形 態 の 手 摺 装 置 Ｚ ２ で は 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ を 上 記 基 台 ２ の 他 方 の 側 縁 部 ２ ｂ 側 に  
配 置 し て い た の に 対 し て 、 こ の 実 施 形 態 で は 、 上 記 手 摺 ユ ニ ッ ト １ を 上 記 基 台 ２ の 一 方 の  
側 縁 部 ２ a 側 と 他 方 の 側 縁 部 ２ ｂ 側 に そ れ ぞ れ 配 置 し 、 こ れ ら 二 つ の 手 摺 ユ ニ ッ ト １ の 間 の  
ス ペ ー ス を 人 の 移 動 ス ペ ー ス と し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 し た が っ て 、 浴 槽 ５ ０ の 使 用 者 は こ れ ら 両 側 の 手 摺 ユ ニ ッ ト １ を 同 時 に 、 あ る い は い ず  
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れ か 一 方 を 選 択 的 に 把 持 し な が ら 移 動 す る こ と で 、 例 え ば 、 該 手 摺 ユ ニ ッ ト １ が 上 記 基 台  
２ の 幅 方 向 の 一 方 側 の み に 設 け ら れ て い る 場 合 に 比 し て 、 使 用 者 に 対 す る 保 護 効 果 が 向 上  
す る と と も に 、 そ の 使 用 性 が 良 好 と な る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 上 記 以 外 の 構 成 及 び 作 用 効 果 に つ い て は 、 上 記 第 １ 及 び 第 ２ の 実 施 形 態 の 場 合 と 同 様 で  
あ る の で 、 該 第 １ 及 び 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る 該 当 説 明 を 援 用 し 、 こ こ で の 説 明 を 省 略 す  
る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 本 願 発 明 に 係 る 浴 槽 用 手 摺 装 置 は 、 主 と し て 介 護 分 野 に お い て 広 く 利 用 さ れ る も の で あ  
る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 　 １   ・ ・ 手 摺 ユ ニ ッ ト
　 　 ２   ・ ・ 基 台
　 　 ３   ・ ・ 支 柱
　 　 ４   ・ ・ 基 材
　 　 ５   ・ ・ 柱 体
　 　 ６   ・ ・ 支 柱
　 　 ７   ・ ・ 基 材
　 　 ８   ・ ・ 柱 体
　 １ ０   ・ ・ 手 摺 体
　 １ １   ・ ・ 固 定 材
　 １ ２   ・ ・ 可 動 材
　 １ ３   ・ ・ ロ ッ ク 部
　 １ ４   ・ ・ 掛 止 ア ー ム
　 １ ５   ・ ・ 回 動 支 持 部
　 １ ６   ・ ・ 当 接 部 材
　 １ ７   ・ ・ 枢 支 ピ ン
　 １ ９   ・ ・ 支 柱 取 付 部
　 ２ ０   ・ ・ 踏 み 台
　 ５ ０   ・ ・ 浴 槽
　 　 Ｘ   ・ ・ 掛 止 機 構
　 　 Ｚ   ・ ・ 手 摺 装 置
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【 図 面 】
【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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